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第１章 基本的事項 
 
１ 計画策定の趣旨 
 

本県では、複雑多様化する環境問題に対処し、健全で恵み豊かな環境を次世代に

引き継いでいくため、公害対策はもとより、自然環境の保全や快適環境の創造等の

諸施策を積極的に展開するとともに、県民、事業者、行政がそれぞれの役割を認識

し、互いに協力して環境に配慮した取組を積極的に進める必要があるとの観点から、

環境の保全と創造に関する県民、事業者、行政の共通の目標や方針等を総合的に示

し、「環境にやさしい愛媛づくり」を目指す本県版の環境基本計画である「えひめ環

境保全指針」を平成７年５月に策定するとともに、平成８年３月に「愛媛県環境基

本条例」（平成８年３月 19 日条例第５号）を制定して、環境の保全に関する施策の

総合的・計画的な推進に努めてきました。 

一方、国においては、環境基本法（平成 5年 11 月 19 日法律第 91 号）第 15 条に

基づき、政府が定める環境の保全に関する基本的な計画である環境基本計画につい

て、平成 18 年４月に「第三次環境基本計画－環境から拓く 新たなゆたかさへの道

－」（平成 18 年４月７日閣議決定）を策定し、今後の環境政策について、次のよう

な方向性を示して施策の展開に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  しかしながら、近年の環境行政を巡る社会経済情勢は、低炭素社会の実現、循環

型社会の構築、生物多様性の保全など、年々、広域化・多様化するとともに、ます

ます重要性を増してきており、これらの新たな課題への的確な対応が必要となって

います。 

  また、これら課題への対応に当たっては、県民、事業者、環境活動団体（環境保

国の今後の環境政策の展開方向 
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全活動を行っているＮＰＯ等）、行政の各主体が、環境とのつながりの中で、目標を

共有し、それぞれの役割分担と応分の負担の下で、自発的かつ主体的に環境の保全

に取り組むことが一層求められます。 

このような環境行政を取り巻く情勢の変化などを踏まえ、これからの本県の環境

の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、持続的に発展が可能な社会を実

現していくため、新たにこの計画を策定しました。 

 

２ 計画の性格と役割 
 
  この計画は、愛媛県環境基本条例第 10 条に規定する環境の保全に関する基本的な

計画と位置付けています。 

この計画では、愛媛県環境基本条例に示された基本理念を踏まえ、愛媛県が目指

す姿を示すとともに、その実現に向けて県が行う環境に関する施策の方向性と、県

民、事業者、環境活動団体、行政の各主体の役割などを示します。 

この計画は、平成 12 年３月に策定した県政全般についての長期的、総合的な計画

である「第五次愛媛県長期計画」、平成 18 年３月に策定した同計画の「後期実施計

画」の推進に関する環境分野の基本計画としても位置付けられるものです。 

したがって、本県の環境に関する個別の計画等は、この計画が示す基本的な方向

に沿って策定、推進されることになります。 

また、県政の各分野の個別の計画等においては、この計画との整合に留意すると

ともに、相互に連携し、環境の保全に向けて一体となって施策を推進します。 

さらに、この計画は、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関す

る法律（環境保全活動・環境教育推進法）」（平成 15 年７月 25 日法律第 130 号）も

踏まえたものであり、環境保全活動や環境教育・環境学習の推進に関する部分は、

同法第８条に規定する県の計画にも該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県環境基本条例（抜粋） 
（環境の保全に関する基本的な計画） 

第 10 条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的

な計画を定めなければならない。 

２ 前項の計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

(２) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（抜粋） 
（都道府県及び市町村の方針、計画等） 

第８条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応

じた環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する方針、計画等を作成し、及び公表するよう努めるもの

とする。 



 3 

 

 えひめ環境基本計画と他の計画等との関連図

第
五
次
愛
媛
県
長
期
計
画

愛媛県環境基本条例
（平成８年３月19日条例第５号）

○長期計画の環境分野の基本計画として
　環境政策の全体像を提示
○環境関係の個別計画に方向性を提示す
　るとともに、県政の各分野の計画におけ
　る環境関連施策との整合性を図る。
○環境保全活動や環境教育・学習の推進
　に関する部分は、環境保全活動・環境教
　育推進法第８条の県計画に該当

○環境基本計画と相互の整合を図るとともに、基本計画の施策展開
　の方向に沿って施策を推進

　＜個別計画＞
　　・愛媛県地球温暖化防止実行計画
　　・えひめバイオマス利活用マスタープラン
　　・愛媛県グリーン購入推進方針
　　・第二次愛媛県全県域下水道化基本構想
　　・化学的酵素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画
　　・瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画
　　・第二次えひめ循環型社会推進計画
　　・愛媛県廃棄物処理計画
　　・第10次鳥獣保護事業計画
　　・愛媛県野生動植物の保護に関する基本指針
　　・愛媛県野生動植物の多様性の保全を図るための基本的な方針
　　・第２次愛媛県イノシシ適正管理計画
　　・愛媛県ニホンジカ適正管理計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

環境関係の個別計画

方向性
を

提示
整合

整合

方向性を
提示

○県政の各分野の個別の計画等におい
　ては、この計画との整合に留意するとと
　もに、相互に連携し、環境の保全に向け
　て一体となって施策を推進

　＜個別計画＞
　　・愛媛県総合交通計画
　　・愛媛県公共交通利用推進宣言
　　・愛媛県地域新エネルギービジョン
　　・愛媛県産業振興指針
　　・愛媛県経済成長戦略2010
　　　　　（平成22年3月策定予定）
　　・愛媛県新事業活動促進環境整備構想
　　・愛媛県新農業ビジョン
　　・愛媛県におけるグリーン･ツーリズム
　　 展開のあり方について
　　・愛媛県農業農村整備環境対策指針
　　・愛媛県環境保全型農業推進基本方針
　　・愛媛県有機農業推進計画
　　・家畜排せつ物の利用の促進を図るため
　　 の計画
　　・新しい愛媛林政計画
　　・漁村生活環境改善行動計画
　　・愛媛県海岸保全基本計画
　　・特定建設資材に係る分別解体等及び特
　　 定建設資材廃棄物の再資源化等の促進
　　 等の実施に関する指針
　　・国土利用計画（愛媛県計画）第三次
　　・愛媛県都市景観形成マニュアル　　など

連携・整合

県政の各分野における個別計画えひめ環境基本計画

環境基本法
（平成５年11月19日法律第91号）

第三次環境基本計画
（平成18年４月７日閣議決定）

環境保全活動・環境教育推進法
（平成15年７月25日法律第130号）

　
整
合

根拠（第10条） 根拠（第８条）

一体となって環境の保全に関する施策を推進
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３ 計画の期間 
 
  本計画は、平成 22 年度（2010 年度）から平成 26 年度（2014 年度）までの５年間

を対象とします。 

  なお、計画期間中においても、環境の状況や社会経済情勢等の変化などに対応す

る必要が生じた場合には、適宜、計画の見直しを行います。 

 

４ 対象とする施策の範囲 
 
  本計画においては、おおむね次の範囲を施策の対象とします。 

   (1) 環境教育・学習の推進、環境活動団体の環境保全活動の推進その他環境の

保全に関する活動の促進等に関すること。 

   (2) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護など地球環境の保全に関すること。 

   (3) 廃棄物の発生抑制、減量、再資源化及び資源等の有効利用などに関するこ

と。 

   (4) 多様な自然環境や生物多様性の保全、自然との触れ合いの促進に関するこ

と。 

   (5) 低炭素ビジネスや再生可能エネルギー事業など、地域の技術力を生かした

環境と経済の両立に関すること。 

   (6) 水質汚濁・大気汚染など公害の防止、有害化学物質による環境への負荷及

び人の健康に係る被害等の防止、美しく身近な緑・水辺・都市景観の創造そ

の他生活環境の保全等に関すること。 

 



 5 

 

 

１　計画策定の趣旨 　２　計画の性格と役割　　３　計画の期間

４　対象とする施策の範囲

１　自然的特性 ２　社会経済の動向 ３　環境分野ごとの状況

６つの基本方針ごとに主要施策を設け、

①現状と課題、②個別施策、③主な取組、④環境指標を示す。

◇圏域別取組

○計画の推進、進行管理、公表の方法

えひめ環境基本計画の構成

第１章　計画の基本的事項

第２章　愛媛を取り巻く環境の概況

　　基本目標　　県民と共に築く「えひめ環境新時代」の実現
　　　～環境とのつながりを意識し、守り、育てるとともに、持続的な発展を図る～

第３章　目指す将来像

地域から取り組む
地球環境の保全

環境への負荷が少ない
循環型社会の構築

安全で快適な生活環境の
保全と創造

自然と人とが共生する
豊かな自然環境と
生物多様性の保全

環境教育の充実と
協働による

環境保全活動の促進

宇摩圏域、新居浜・西条圏域、今治圏域、
松山圏域、八幡浜・大洲圏域、宇和島圏域

○愛媛県環境基本条例の基本理念や第五次愛媛県長期計画との整合に留意のうえ基本
目標を設定
○環境分野ごとの将来像を設定　　→　　６つの基本方針

第４章　施策の展開

第５章　重点プロジェクト

第７章　計画の推進

環境と経済が好循環する
社会の構築

第６章　各主体に期待される役割

各主体に期待される役割を基本方針
ごとに例示

　本県の自然的、地域的な特性等を踏まえた緊急的、独自的、総合的な取組で、計画
期間中に率先して実施するプロジェクト

〇環境人材育成・協働化プロジェクト
〇ストップ温暖化プロジェクト
〇バイオマスエネルギー利活用プロジェクト
〇自然エネルギー利用促進プロジェクト
〇瀬戸内海環境保全・再生プロジェクト

〇循環型社会ビジネス振興プロジェクト
〇廃棄物適正処理推進プロジェクト
〇生物多様性保全プロジェクト
〇愛媛発・環境技術普及プロジェクト


